
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

≪経緯≫ 

 光明池土地改良区のことについては、これまでも機関誌で取り上げてきました。発端は

光明池土地改良区の職員である Y さんの降任（降格）問題です。これについては昨年夏以

来団体交渉を継続してきましたがまだ決着はついていません。また、Y さんはここ数年給

料を据え置きにされていたことから、今年の春闘では賃上げ等も要求しました。この他、

法人が退職金規定を改悪してきたため、この件についても交渉を予定していました。 

 ところが、その最中、法人は組合や Y さんに隠れて、Y さんを業務上横領等の理由に刑

事告訴していたのです。Y さんには全く身に覚えのないことであり、言いがかりと濡れ衣

であると確信しています。その結果、今年 3 月 2 日、Y さんの自宅に家宅捜索が入りまし

た。そして、法人は警察の捜査が継続中で何の結論も出ていないにも関わらず、上記容疑

及び組合の要請活動への参加を理由に、5 月 30 日付けで Y さんを懲戒解雇したのです。組

合としては、法人及びその理事長若林が権力にものを言わせて、不当な懲戒解雇で潰しに

かかってきていると考えています。そして、法人代理人弁護士が強引にこうしたやり方を

先導しています。 

特集「光明池土地改良区」 

刑事弾圧と懲戒解雇を絶対に許さない！ 



 

≪抗議行動≫ 

 法人の無茶苦茶なやり方に対して、組合としては力には力で対抗するとの姿勢が必要で

あると考えています。闇から闇に葬らせないためにも、大々的に地域の市民に実情を伝え

て行きたいと考えています。 

Ｙさんの自宅に家宅捜索が入った後の 3 月 17 日には、和泉市北部リージョンセンター

で行われた光明池土地改良区の総代会（株式会社で言えば株主総会に当たるもの）に合わ

せて、要請行動を展開した他、4 月 18 日には法人事務所で行われた理事会に向けて要請行

動を行いました。また、5 月 11 日には法人主催の「光明池土地改良区神社祭」というもの

が開催されましたが、その際にも参加者に向けて問題を訴えました。 

この他、6 月 1 日に和泉市役所前、6 月 9 日に高石市役所前、6 月 22 日に和泉市役所前、

7 月 12 日に堺市役所前で街頭宣伝行動を行い、8 月 1 日には法人事務所付近でも街頭宣伝

行動を展開しました。また、地域の市民に向けたビラのポスティングも合わせて行ってい

ます。その際配布したビラを一部紹介します。 

 

 



 

≪光明池土地改良区代理人弁護士田中一郎を懲戒請求≫ 

 法人の代理人には、田中一郎という弁護士がついていますが、組合としては、この弁護

士が法人の無茶苦茶なやり方をバックアップしていると考えています。そのやり方は、お

よそ公正とか正義を無視したものとしか思えません。そこで、大阪弁護士会に対して田中

一郎の懲戒請求を行っています。 

懲戒請求が認められるかどうかは分か

りません。日本では、ＳＬＡＰＰ訴訟が

反社会的行為であるとの社会的合意がま

だ進んでいないからです。しかし、弁護

士が労使紛争に介入して、労働組合つぶ

しを率先して行うようなことは断じて許

せません。労働組合潰しを売りにしてい

るような弁護士を放置してはいけないと

思います。結論が出るまでには、まだ時

間がかかると思いますが、大阪弁護士会

が、納得のいく判断をしてくれるものと

期待しています。 

 



 

≪7 月 16 日に集会・デモ決行≫ 

7 月 16 日、和泉市内で光明池

土地改良区及びその代表者たち

に対して抗議と情宣の集会とデ

モを決行しました。冒頭の写真

がデモの様子です。当日は、関

西ユニオン、北大阪合同労組、

連帯ユニオン関西クラフト支部、

なにわユニオン、サポートユニ

オンＷｉｔｈＹｏｕ、きょうと

ユニオン、なかまユニオン、おん

な労働組合、自治労公共サービス

ユニオン、大阪全労協等多数の組

合にも支援に駆けつけていただき

ました。 

午後 1 時に自衛隊基地の隣にあ

る和泉市の前奈池公園に集合。主

催者からの経緯説明と当該Ｙさん

の挨拶の後、支援に駆けつけてい

ただいた各労組から応援のアピ

ールをいただき、1 時 40 分頃に伯

方宮前公園に移動。そこからのデ

モ出発となりました。約 30 分程

の短いデモでしたが、中々の迫力。

和泉市民に対して力強くアピー

ルできたと思います。 

 酷暑の中、支援に駆けつけてい

ただいた他労組の皆さん、そして

組合員の皆さんには本当に感謝し

ています。「受けた支援は、運動で

返す」という言葉通り、他の労働

争議の支援要請があれば駆けつけ

たいと思います。そして、大阪の

労働運動と固く連帯して、光明池

土地改良区の不当解雇撤回争議を

闘いぬいていくつもりです。 



 

≪地位確認裁判≫ 

6 月 21 日、不当な懲戒解雇を受けたＹさんの地位確認を求めて、大阪地方裁判所堺支部

に提訴しました。こんな懲戒解雇が認められるはずはないと思っています。多少時間はか

かると思いますが、Ｙさんも勝利まで闘う意思を固めています。組合としても全力で応援

するつもりです。第 1 回目の裁判期日は 8 月 8 日（火）午前 10 時から。組合員の皆さん

にも是非傍聴をお願いしたいと思います。 

 

≪光明池土地改良区が組合に対して街宣禁止の仮処分命令を申立て！≫ 

7 月 11 日、光明池土地改良区は、街頭宣伝禁止の仮処分命令申立を行ってきました。申

立てている街宣禁止の場所は、以下の通り。 

①光明池土地改良区本部事務所とその半径 350 メートル以内 

②若林理事長の自宅とその半径 500 メートル以内 

③和泉市役所とその半径 500 メートル以内 

④高石市役所とその半径 500 メートル以内 

⑤堺市役所とその半径 200 メートル以内 

つまり、組合が街宣活動を行ったほとんどすべての場所について、訴えてきているので

す。懲戒解雇された当事者及び組合が、その法人事務所前で街宣行動をやることも禁止せ

よという無茶苦茶な内容です。こんな申立てが認められたら、憲法で保障された労働組合

の団体行動権の否定に他ならないと考えます。しかしながら、最近は仮処分の訴えさえあ

れば、簡単に申立てを認める裁判官も増えてきているという話も聞いているので、予断は

許されません。ともあれ、こうした仮処分申立てや恫喝に屈することなく、今後も労働組

合として当然の行動を継続していきたいと考えています。 

 

≪闘いはこれから！ 今後ともご支援お願いします！≫ 

 闘いはまだ始まったばかりです。山あり谷ありが続くと思います。ともあれ、組合とし

ては、Ｙさんの懲戒解雇の撤回と職場復帰まで、できることはやって行こうと思っていま

す。光明池土地改良区は公共団体ですから、和泉市、堺市、高石市、泉大津市からも協力

費という形で税金が投入されています。ですので、関係各市や市議会等にも働きかけを行

っていくつもりです。街宣行動も継続していくつもりです。Ｙさんの生活を根こそぎ破壊

した光明池土地改良区若林理事長を絶対に許しません。組合員の皆さん、そして他労組の

皆さんも、是非ご協力お願いいたします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 組合に対する弾圧が強まってきているのをひしひしと感じます。光明池土地改良区は、

特集記事で述べた通りです。これ以外にも、但馬屋食品㈱が 7 月 19 日に面談要求禁止等

仮処分命令の申立て行いました。これも街宣禁止の命令を求めるものだと推測しています。

また、㈱エルラインも、7 月 28 日付けで組合の街宣行動について、「損害賠償請求等の法

的措置を講じることを検討している」旨記載した書面を送りつけてきました。以下、それ

らを簡単に紹介します。 

 

（１）光明池土地改良区 

光明池土地改良区は 7 月 11 日に立ち

入り禁止の仮処分命令の申立てを行っ

てきました。その内容は、①光明池土

地改良区本部事務所とその半径 350 メ

ートル以内、②若林理事長の自宅とそ

の半径 500 メートル以内、③和泉市役

所とその半径 500 メートル以内、④高

石市役所とその半径 500 メートル以内、

⑤堺市役所とその半径 200 メートル以

内での街頭宣伝禁止です。 

第 1 回目の審尋期日が 7 月 21 日、第

2 回目の審尋期日が 8 月 3 日でした。

今後、8 月 23 日と 9 月 6 日にも期日が

決まっています。 

第 1 回目は、組合側の代理人弁護士

の都合がつかなかったために、実質的

な内容はなく、次回期日を設定しただ

け。第 2 回目は、裁判官から光明池土

地改良区に対して、主張の曖昧さを指

摘する質問が多数行われました。光明

池土地改良区代理人弁護士田中一郎の

とんでも発言もありましたが、現在審

査中なので詳細は控えておきます。 

 

 

組合弾圧を許すな！ 
光明池土地改良区・但馬屋食品㈱・エルライン㈱ 



 

（２）但馬屋食品㈱ 

 但馬屋食品㈱は、7 月 19 日に面談要求禁止等仮処分命令の申立てを行いました。その内

容は、①社長の自宅に赴いて面談を求めること、②ビラのポスティングや配布、マイクで

の宣伝、③取引先への協力要請、④本社での街宣行動、の禁止を求める内容です。つまる

ところ、ほとんど一切の行動の禁止を求めるものです。 



 

これまで組合は、月に 2 回ほどのペースで但馬屋本社前や阪急伊丹市駅前で街宣行動を

行ってきました。その際に配布したビラを一つ紹介しておきます。きわめて穏当な内容の

ビラであり、また街宣の場所も基本的には、但馬屋食品の本社前とターミナルです。こん

なことで仮処分の申請をされること自体驚きです。もし、裁判所がこうした仮処分の申請

を認めるならば、およそ労働運動を禁止するというに等しいものだと考えます。第 1 回目

の審尋は 8 月 8 日に予定されています。遅くとも 9 月中には命令が出るものと思われます。

私としては組合の全面勝利を信じていますが、予断は許されない状況です。 

 

（３）㈱エルライン 

 ㈱エルラインは 7 月 28 日付けで以下のような書面を内容証明で送りつけてきました。

要約して紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

通知書 

貴組合は、平成 29 年 7 月 16 日の 15 時から 18 時ころまでの間、あべのハルカス近鉄百貨店先路

上において、通行人に対し、「管理職ユニオン・関西は権力を悪用する不当な配置転換を許しません！」

等と記載したビラを配布しました。 

しかし、以下に述べるように、貴組合による本件配布行為は、労働組合として認められる組合活動

の範囲を逸脱した違法な行為であると言わざるを得ません。（中略） 

本件ビラには、通知人を「加害者」とした上で、通知人の取締役である農端博之を「パワハラ取締

役」であるなどとし、○○氏が農端から「残業させても費用がかからないということから配送運転手

の業務命令を受け」た、農端が○○氏に対してパワハラ行為を 1 年 9 か月にわたって継続している、

通知人が○○氏に対して「不当な配置転換」を行い、この点について通知人が「具体的・合理的理由

は一切示さず放置したまま」である等の記載がなされていますが、通知人が○○氏に対して不当な配

置転換をした事実はなく、また、農端が○○氏にパワハラ行為をなした事実もないことから、本件ビ

ラに記載された上記内容は、いずれも真実でないばかりか、通知人の名誉を侵害するものであり、農

端に対する個人攻撃や誹謗中傷に他なりません。（中略） 

また、本件ビラには、「大近・エルラインはパワハラ取締役を解任せよ！」「加害者は、…株式会社

大近の、物流部門子会社株式会社エルラインです。」等と記載されており、通知人の取引先である株

式会社大近が○○氏との労使紛争の当事者であるとの印象を与えかねない内容となっているところ、

貴組合は、本件ビラを、大近の取引先である株式会社近鉄百貨店が運営し、大近が店舗を出店してい

るあべのハルカス近鉄百貨店に極めて近接した場所で配布しました。貴組合も十分承知しているとお

り、大近は○○氏の使用者ではないため、大近が○○氏についての労使紛争の当事者とならないこと

は明らかであることから、貴組合が本件ビラを上記場所にて配布した目的は、大近の有力な取引先に

本件ビラの内容を認識させる等の働きかけを行い、通知人の主要な取引先である大近を困惑させてそ

の営業活動に支障を生じさせ、これにより通知人との労使紛争を有利に取り運ぶことにあったと断ぜ

ざるを得ません。（中略） 

通知人は、貴組合の本件配布行為に対して厳に抗議するとともに、貴組合に対し、今後かかる行為

を断じてなされないよう強く求めます。最後に、通知人、大近及び農端らは、貴組合による本件配布

行為について、貴組合に対する損害賠償請求等の法的措置を講じることを検討していますので、この

旨付言します。 



 

 ちなみに、やたらに問題にされているビラも紹介しておきます。 

 

≪ＳＬＡＰＰ訴訟に屈しないぞ！≫ 

こうしたやり方は、ＳＬＡＰＰ訴訟として社会問題となっています。ＳＬＡＰＰ訴訟と

は、①金や権力を持った者が、②相対的に弱い立場にある者を相手に民事訴訟を起し、③

それによって経済的・肉体的・精神的負担を負わせて苦痛を与え、④相対的弱者の発言や

行動を妨害・抑止する、というものです。（やや不正確な定義ですが、ご容赦願います。）

ＳＬＡＰＰ訴訟は、民事訴訟や損害賠償請求の恫喝によって、様々な市民運動や労働運動

を圧殺するものに他なりません。これに屈していては、金や権力を持っている者には何も

言えない社会となってしまいます。私達も、労働運動の一環を担っているとの自覚の下、

こうした攻撃は断固跳ね返していくべきだと考えます。是非、ご協力お願いします。 

 



 

 

 

 

 

7 月 28 日、大阪府の最低賃金審議会が開催され、そこでＭＵの組合員が意見陳述を行い

ました。以下、その時の意見陳述の内容を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府最低賃金審議会で意見陳述 

 ○○○○と申します。本日はこの審議会で話をさせていただくことになり、感謝しております。 

 まず、自己紹介的なことになりますが、私自身の職場でほぼ昇給がなくなったことや、過重労働な

どもろもろの問題から職場環境のあり方に問題意識を持ったことがきっかけとなり、コミュニティ・

ユニオンに加入しました。その後、私は組合で色んな人の話を聞いたり相談に乗ったりしております。

今日は、私自身が、相談を受けていて感じていることを中心にお話ししたいと思っています。 

 最初にお話ししたいのは、最低賃金というのは決してパートやアルバイトだけの問題ではないとい

うことです。正社員であっても、手取り収入が 12 万円そこそこという人も出てきています。そんな

時には、その人の労働時間単価を計算してみるのですが、本当に最低賃金に張り付いています。実家

暮らしで住居費がいらないとか、別途何らかの収入があるとか、そういう事情でもない限り、とても

生活して行ける賃金ではありません。これでは、貯蓄はもちろん、独り立ちもできないし、結婚等の

将来設計も立てられません。 

 また、パート等では時給 883 円という人は少なくありません。清掃とかビルの管理人等は、最低賃

金をそのまま時給にしているところが多いように思います。フルタイムで働いている人も少なくあり

ませんが、時給制ですので、休日が多いと手取り収入がその分減ります。ですので、フルタイムでも

手取り収入は 10 万円そこそこという月もあります。実のところ、これまでは社会保険に加入してい

ない人が大勢いました。社会保険料を引かなければ、手取り収入は 2～3 万円増えます。無年金、無

保険だけども、今だけは何とか生活できる、そんな人を大勢見てきました。ただ、マイナンバーが導

入されて、会社も誤魔化しがきかなくなってきたのでしょう、本人が嫌がっても社会保険に加入する

会社が増えてきています。そして、10 万円そこそこでは生活できないので、ダブルワークやトリプ

ルワークをして、何とかしのいでいる人もいます。トータルすれば、1 日 14 時間くらい働いている

人もいます。過労死するくらい働かないと生活できないわけです。 

 法定労働時間働いて、社会保険に加入すれば、もう生活できない。生活するためには、法定労働時

間も関係なし、社会保険も関係なしで、働く。もちろん、生活設計も将来の展望もないけれど、健康

であり、何もなければ今だけは何とか生きて行ける。これが今の最低賃金です。 

私は、最低賃金というのは、本当は、まじめに働けば普通に生活して行ける水準が必要だと思いま

す。最低賃金 1500 円という要求を出している労働組合がありますが、これだと月 173.5 時間働けば

26 万円ほどになります。ここから社会保険料等を引けば、22～23 万円くらいでしょうか。これくら

いあれば、確かに何とか普通の生活ができると思います。ですので、すぐにというのは無理だとして

も、将来の目標としては決して突飛な要求だとは思いません。 

安倍首相は 2020 年を目途に最低賃金の加重平均を 1,000 円に引き上げるとしています。これは将

来の目標ではなく、目の前のことです。現在の加重平均は 823 円ですから、後 3 年で 180 円ほど引

き上げなければ、1,000 円には届きません。つまり、毎年 60 円ほど最低賃金を引き上げて行かなけ

ればならないということです。そのことを重々考慮に入れていただき、今年度は最低賃金の大幅アッ

プをお願いしたいと思います。 



 

 

 

 

 

 

 ７月２７日、中央最低賃金審議会が今年の最低賃金額アップの目安を発表しました。今

後各都道府県の最低賃金審議会での審査を経た上で決定していくことになりますが、修正

されるとしても１～２円程度であり、ほぼ結果が見えてきている状態です。以下、その内

容を簡単に紹介しておきます。 

 

各都道府県の引上げ額の目安については、 Ａランク２６円、Ｂランク２５円、Ｃランク

２４円、Ｄランク２２円。（※都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をＡＢＣＤの４ラン

クに分けて、引上げ額の目安を提示している。現在、Ａランクで６都府県、Ｂランクで 11

府県、Ｃランクで 14 道県、Ｄランクで 16 県となっている。） 

ランク  都 道 府 県  

Ａ  埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪  

Ｂ  茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島  

Ｃ  北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡  

Ｄ  青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、 

宮崎、鹿児島、沖縄  

 

 以上を踏まえて、関西の今年改定後の最低賃金を予想すると、以下の通りになります。 

 現在 改定後 前回の改訂時期 

大阪 ８８３円 ９０９円±α 2016 年 10 月１日 

兵庫 ８１９円 ８４４円±α 2016 年 10 月 1 日 

京都 ８３１円 ８５６円±α 2016 年 10 月 2 日 

滋賀 ７８８円 ８１３円±α 2016 年 10 月 6 日 

奈良 ７６２円 ７８６円±α 2016 年 10 月 6 日 

 

 組合員の皆さんも、自分の賃金が最低賃金を割り込んでいないか、確認してみてくださ

い。そして、現在は割り込んでいなくても、改定後には割り込むこともあり得ますので、

そのあたりもご注意を！ 

 そして、仮に最低賃金を割り込んでいないとしても、最低賃金の上昇分ぐらいはスライ

ド式で賃上げを要求しましょう！ 例えば現在時給が 920 円であれば、最低賃金アップに

合わせる形で時給 950 円を目指すというようにしましょう！ たかが 30 円と思わないで

ください。1 ヵ月 170 時間働くとすれば、30 円×170 時間＝5,100 円となります。組合で

は秋闘にも取り組むつもりです。是非、ご相談を！ 

中央最低賃金審議会が目安を発表 



 

 

組合員の皆さん！お暑うございます。元気でお過ごし

でしょうか？ 

この暑い中、今年も恒例の暑気払いパーティがドドー

ンと盛大に天神橋商店街ど真ん中の飲み屋さんで行われ

ました。日頃のストレス発散の絶好の機会とばかり、総

勢３５人が鰹のわら焼

き料理をメインにした

店に集い、豪華料理と

飲み放題を大いに楽し

みました。参加者の中

には連帯ユニオン関西

クラフト支部の仲間や

遠方より高野山清浄心院分会の仲間も駆け付けて頂き、

パーティは大盛り上がり！わら焼きの香り高い鰹のたた

きを始め、お造り盛り合わせ、ジャガバター酒盗添え、

餡かけ焼きそば、鶏モモ肉わら焼きタルタルソース、バ

ケツ山盛り海老せん、し

ょきしゃき大根サラダ、

アイスクリン等々次から次に繰り出される料理に舌鼓を

打ち、キンキンに冷えたビールで喉を潤した面々は暑さも、

ストレスも暫しの間吹っ飛ばしてパーティを満喫しまし

た。 

こうして、２時間余り

和気あいあい盛況の内に

今年の暑気払いパーティ

も無事終了となりました

が、こうした組合の企画

するイベントの一つ一つ

を通じて、組合員同士の

繋がりや結束が深まり、より明るい組合になっていけたら

幸いであると今回のパーティ世話人の一人として感じた

次第です。今回不参加の組合員の皆さ～ん！ 次回の暑気

払いパーティには是非こぞって参加して下さいね♥。 

 

毎年恒例暑気払いパーティ報告！ 
７月２２日(土)１７時より「わら焼き部」南森町店にて 



 

 

 

 

 

 

 

定年を控えた 50 代或いは 60 代は第二の学びの時です。大学

生の 4 年間を就職のための準備期間とすれば、50 代 60 代は定

年後のための準備期間です。どんなスキルを身につけるか、どん

な人たちと知り合うか、どんな資産を築くのか、何に人生の価値

を置くのかなどが試される時期です。定年を迎える時の自分はど

うありたいかを考えることはとても有意義なことです。 

私の場合ですと、第一に考えることは今の体形を維持している

ことです。オッとお金のことと違うのかと思われるかもしれませ

んが、50 代になれば一番大切なのは健康。また再就職したり、事業主として活動したけれ

ば、若く見えることも大切です。あと何年くらい働いてもらえるのかなと、雇用主側を心

配させては話にならないですし、事業主としてやっていくにも、「ずっと一緒に仕事ができ

る奴」と事業主仲間に思わせないといけません。 

第二は残りの会社員人生で最新のビジネス環境を更新し続けておくことです。世界の変

化が激しいなか、会社にいなければ得られない人脈やスキル、情報を最新のものにしてお

きます。プレゼン力やＩＴスキルはまだまだこれから勉強しなければと思っています。 

 第三は投資や事業を育てていくこと。懸案のフィリピンのセブの事業がやっと 8 月から

軌道に乗りました。今後はこれを足掛かりにフィリピンでいうとマニラで次を狙っていき

たいです。 

 私のことばかり書きましたが、どなたにも言えるのが周囲の人間関係を整えておくこと

ですよね。50 代と言えばまだまだ若いといえども、ポックリ逝くことも多くなる年齢です

から、早すぎるようでも身辺整理してもしものときのこと、例えば相続なども考えておく

ことです。将来的に一人暮らしになりそうなら、家事能力をしっかり身に着けておくこと

です。食べたら食器をすぐ洗うこと。この習慣を身につけるだけでも老後は明るいものに

なると思います。政治や経済を滔々と語ることができても台所を片付けられない人とはい

っしょに仕事ができるとは思いません。家事ができてこそ体形も維持できますし、資産運

用でもご一緒できると思います。 

 北朝鮮情勢や欧米の金融政策の方向転換で、様々な判断力が必要になる時代です。台所

に限らず、机やパソコンはいつも整理整頓して新しい時代に挑みましょう。 

 組合員としても会社と闘っていく心構えとして、いつも身辺を整理整頓しておき、いつ

でも瞬時に行動を起こせるようにしておくことです。そういう人には会社は手出しできな

いものです。 

 定年。それは第二の人生の始まりにすぎません。 

 新たな人生の出発に祝福あれ！！ 

 

Mr.K のあれこれエッセイ第２２回 

・・・is just the beginning! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新入組合員学習会 

入門編では、労働者はどんな権利を持っているのか？ 労働組合はどんな権利を持っ

ていて、何ができるのか？ 団体交渉の進め方など、さしあたりすぐに知っておいた方

が良いことを中心にレクチャーします。応用編では、職場での組合活動、労働条件改善、

不当労働行為などについてレクチャーする予定です。新入組合員の皆さんはもちろん、

そうでない方もどんどんご参加ください！ 

新入組合員学習会（入門編） 8 月はお休み 

新入組合員学習会（中級編） 8 月 24 日（木）19 時～ ＠組合事務所 

 

 
弁護士による労働契約法 18、19、20条の解説・活用法 

日時：8 月 19 日（土）午後 1 時 30 分～16 時 

場所：組合事務所 

講師：中井雅人弁護士（暁法律事務所） 

労働契約法の１８、１９、２０条の解説、問題点、活用法について話してもらいます。

弁護士の中では、若手といえます。１時間位の話の後、質問時間をたっぷり取る予定で

す。組合員の皆さん、しっかり学習をしましょう。ぜひ参加ください。 

１８条：有期労働契約が５年をこえて反復更新された場合の、無期労働契約への転換 

１９条：有期労働契約の更新（雇い止め）について 

２０条：期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止（話題の郵政労働者の裁判です） 

 

～映画を見よう！～ 

｢わが谷は緑なりき｣上映会（第 14 回アカデミー賞最優秀作品賞受賞） 

 監督：ジョン・フォード （1941 年 アメリカ） 

 ≪あらすじ≫ 

 英国・ウェールズ地方のロンダ渓谷に広がる炭鉱町。子だくさんのギリム・モーガン

一家は、10 歳の末っ子のヒューを除いて、男たちは揃って炭鉱で働き、平和な日々を送

っていた。しかし、炭鉱産業を取り巻く情勢が厳しくなり、一方的な人員削減と賃金切

り下げに対抗して、も―がんの息子たちは父の反対を押し切って組合を組織し闘おうと

する。結局渓谷の鉱山を去る決意をした息子たちとその家族は、事故、同級生のイジメ、

村人たちの無責任な噂に次第に心を痛めていく・・・。 

日時：9 月 9 日（土）15 時 組合事務所にて 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC14%E5%9B%9E%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%87%E3%83%9F%E3%83%BC%E8%B3%9E


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メタボ解消！ 遊歩会 

9 月企画 南河内の棚田と楠公生誕の地を歩く 
 日時：9 月 10 日（日）10 時 

場所：近鉄南大阪・長野線 滝谷不動駅改札 

 暑い日が続きます。家でクーラーを付けながら、テレビでも見ていよう等と考えてい

る人もいると思います。そんな自堕落な生活をしていては、この厳しい世の中生きて行

けません。炎天下にこそ、野外で歩き、自らを鍛え直しましょう！ そうしてこそ、美

味しいビールにありつけます！ 

 

10 月企画 足の守護・服部天神から伊丹スカイパーク 

      （お酒の白雪コース） 

 日時：10 月 8 日（日）10 時 

 場所：阪急宝塚線 服部天神駅改札 

 昔、菅原道真の足の病気が治癒したと伝えられる服部天神。遊歩会メンバーもビール

の飲みすぎで足がむくみ、加齢とともに軟骨がすり減ってきています。そこで、服部天

神で遊歩会再生を祈願することとなりました。是非、ご参加を！ 

 

 シニアグループの会 

 日時：9 月 22 日（金）19 時 組合事務所にて 

 高齢者医療について、レクチャーを受けた上で、議論する予定です。是非ご参加を！ 

8 月 11 日(金)～15 日（火）は、組合事務所休みです！ 

 

 

 

 

 


